
20 20 14 9 5 14 7 3 19 0 0 5 5 0 1 17 0 2 2 4 1 15 0 0 0 1 1 4 0 5 8 0 4

鳥取県 鳥取市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

鳥取県 米子市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

鳥取県 倉吉市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鳥取県 境港市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鳥取県 岩美町 ○ ○ ○
小・中学校保護者に制度周知案内を配布する時期に合わせ、入学予定の保育所園児の保
護者へも案内配布。

○
翌年度分について、申請締切を設定し、翌年度当初から援
助。以後、随時申請により、認定日以降から援助。

○ ○

鳥取県 若桜町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
わかさこども園在園中の就学前児童については、こども園経由で申請書
の配布・提出をしてもらっている。

鳥取県 智頭町 ○ ○ ○ ○

鳥取県 八頭町 ○ ○ ○
新入学予定者に対し、就学時健診通知に案内文書を同封し、申請希望者は健診時に提出。
在校生は同時期に案内文書を配布する。

○ ○ ○

鳥取県 三朝町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鳥取県 湯梨浜町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鳥取県 琴浦町 ○ ○ ○ ○ ○ こども園等を通して、来年度小学校入学者の保護者に就学援助制度の書類を配布 ○ ○ ○ ○

鳥取県 北栄町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鳥取県 日吉津村 ○ ○ ○ ○ ○
就学時検診、入学説明会にて、事務局職員が書類を配布し説明。
家庭の状況等に変化があった場合に、教育委員会事務局から紹介。

○

要保護は、生活保護家庭児童が対象であり、福祉事務所に
照会。準要保護は随時受付。認定されれば、申請月の1日か
ら援助。ただし、新1年生の新入学児童学用品費は、入学年
度の4月末までが申請締切。

○ ○ ○

鳥取県 大山町 ○ ○ ○ ○ ○ ○

鳥取県 南部町 ○ ○ ○ ○ ○ ○
児童扶養手当受給者への書類送付時に就学援助制度の案内文書を送付してもらっている。
（他課との連携）

○ ○ ○

鳥取県 伯耆町 ○ ○ ○ ○ ○

鳥取県 日南町 ○ ○ ○ ○ ○ ○

鳥取県 日野町 ○ ○ ○ ○ ○ ○

鳥取県 江府町 ○ ○ ○ ○ ○ ○

鳥取県 米子市日吉津村中学校組合 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ⅰ　令和４年度就学援助制度の実施について

１．就学援助制度の周知方法

（１）就学援助制度の周知方法（あてはまるものに○）

（２） （１）のコの内容

（３） 就学援助（要保護・準要保護）の申請期間
（あてはまるもの１つに○）

（４） （３）のオの内容・補足事項

（５）就学援助（要保護・準要保護）の申請書の提出方法
（あてはまるもの全てに○）

（６）（５）のキの内容

（７）就学援助制度の周知方法や申請書の表記等の工夫
（あてはまるもの全てに○）

オ．外国語
の申請書を
作成

カ．その他ア．教育委
員会のウェ
ブサイトに
制度を掲載

イ．自治体
の広報誌等
に制度を記
載

ウ．就学案
内の書類に
記載又は就
学案内の書
類とともに
配布

エ．就学時
健康診断の
際に学校で
就学援助制
度の書類を
配布

オ．学校の
入学説明会
で就学援助
制度の書類
を配布

カ．入学時
に学校で就
学援助制度
の書類を配
布

キ．毎年度
の進級時に
学校で就学
援助制度の
書類を配布

ク．民生委
員やスクー
ルソーシャ
ルワーカー
等から案内
を配布

ケ．教育委
員会から児
童生徒がい
る世帯へ案
内を送付

コ．その他
（内容を
（２）に記入
してくださ
い）

ア．申請締
切を設定
し，期間内
の申請の
み受け付
け

イ．随時申
請を受け
付けてお
り，年度当
初分から
援助

ウ．随時
申請を受
け付けて
おり，締切
を過ぎた
申請の場
合は申請
月や認定
月以降分
から援助

エ．各学期
で申請締
切を設定
し、各学期
始めから
援助

オ．その他
（内容を
（４）に記
入してくだ
さい。）

ア．申請
を希望
する者
が学校
に提出

イ．申請
を希望
する者
が教育
委員会
に提出

ウ．申請
を希望
する者
が学校
もしくは
教育委
員会に
提出

エ．申請
の有無
にかか
わらず、
全員が
学校に
提出

オ．申請
の有無
にかか
わらず、
全員が
教育委
員会に
提出

カ．申請
の有無
にかか
わらず、
全員が
学校もし
くは教育
委員会
に提出

キ．その
他（内容
を（６）に
記入し
てくださ
い。）

ア．目につ
きやすいタ
イトルや平
易な文面の
使用

イ．漢字に
はフリガナ
を付記

ウ．援助対
象となる年
間所得の目
安額等を記
載

エ．各費目
の援助額や
年間総援助
額の記載

市町村名都道府県



20 20

鳥取県 鳥取市

鳥取県 米子市

鳥取県 倉吉市

鳥取県 境港市

鳥取県 岩美町

鳥取県 若桜町

鳥取県 智頭町

鳥取県 八頭町

鳥取県 三朝町

鳥取県 湯梨浜町

鳥取県 琴浦町

鳥取県 北栄町

鳥取県 日吉津村

鳥取県 大山町

鳥取県 南部町

鳥取県 伯耆町

鳥取県 日南町

鳥取県 日野町

鳥取県 江府町

鳥取県 米子市日吉津村中学校組合

市町村名都道府県

17 0 2 0 1 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13 0 9 6 3 11 7 4 4 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 1

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○
新入学予定者に対し、就学時健診通知に案内文書を同封
し、申請希望者は健診時に提出。

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○
就学時検診、入学説明会にて、事務局職員が書類を配布
し説明。

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ 必要性がないため

○

２．新入学児童生徒学用品費等の入学前支給（要保護及び準要保護）

令和４年７月時点の貴市区町村の実施（検討）状況（あてはまるもの１つに○）

＜小学校＞
（１）　実施・検討状況について

＜小学校＞
（２）（１）のカの内容

エ．未定 ア．　８
月以前

エ．（入学
前支給と
は異なる）
自治体独
自の教育
費負担軽
減制度が
あるから

イ．令和４
年度（令和
５年度新入
学分）

ウ．令和５
年度（令和
６年度新入
学分）以降

＜小学校＞
（３）（１）でアと回答した場合は入学前支給を導入し
た時期、
イと回答した場合は導入開始を検討（予定）してい
る時期

＜小学校＞
（４）（１）でアと回答した場合の支給時期
（複数回支給している場合は最初の時期）

＜小学校＞
（５）（１）でアと回答した場合、小学校入学前の者に対する周知方法
（あてはまるもの全てに○）

＜小学校＞
（６）（５）のコの内容

＜小学校＞
（７）　（４）でア．イ．ウ．エの
場合の
①周知時期、
②申請期日、
③（アの場合）支給時期

ア．教育
委員会の
ウェブサ
イトに案
内を掲載

イ．自治
体の広報
誌等に案
内を掲載

ウ．就学
案内の書
類に記載
又は就学
案内の書
類ととも
に配布

エ．就学
時健康診
断の際に
学校で案
内を配布

オ．学校
の入学前
説明会の
際に案内
を配布

カ．域内
の幼稚園
や保育所
で案内を
配布

キ．域内
の小中学
校で在校
生及び保
護者に対
して案内
を配布
（兄弟姉
妹がいる
場合な
ど）

ク．民生
委員やス
クール
ソーシャ
ルワー
カー等か
ら案内を
配布

ケ．小学
校入学予
定者がい
る家庭へ
案内を郵
送

コ．その
他（内容
を（７）に
記入して
くださ
い。）

ア．入学前
支給を行っ

ている

イ．入学前
支給を行っ

ていないが、
現在検討は

している

ウ．入学前
支給を行っ

ておらず、現
在検討もし
ていない

エ．そもそも
新入学学用
品やその費
用を無償化
しているた
め、入学前
支給を行っ
ていない

オ．そもそも
対象者がい
ないため、入
学前支給を
行っていな

い

カ．その他
（内容を（２）
に記入してく

ださい。）

ア．令和３
年度（令和
４年度新入
学分）以前

イ．  ９
月

ウ．１０
月

エ．１１
月

オ．１２
月

カ．　１
月

キ．　２
月

ク．　３
月

ケ． ４月
初旬（入
学式前）

オ．その他
（内容を
（９）に記入
してくださ
い。）

＜小学校＞
（９）（８）のエ及びオの内
容

＜小学校＞
（８）（１）でウと回答した場合のその理由
（あてはまるもの全てに○）

ア．予算の
確保が困
難だから

イ．規則改
正などの
内部手続
きに時間
がかかる
から

ウ．認定回
数が増え
る、支給後
に転居へ
した場合
の対応な
ど、事務業
務量が増
加するから



20 20

鳥取県 鳥取市

鳥取県 米子市

鳥取県 倉吉市

鳥取県 境港市

鳥取県 岩美町

鳥取県 若桜町

鳥取県 智頭町

鳥取県 八頭町

鳥取県 三朝町

鳥取県 湯梨浜町

鳥取県 琴浦町

鳥取県 北栄町

鳥取県 日吉津村

鳥取県 大山町

鳥取県 南部町

鳥取県 伯耆町

鳥取県 日南町

鳥取県 日野町

鳥取県 江府町

鳥取県 米子市日吉津村中学校組合

市町村名都道府県

17 0 2 0 0 1 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12 0 0 0 1 0 1 1 8 2 5 1 0 0 4 4

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ 現在のところ検討していない。

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ 現在検討していない。

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ 管下に中学校がない。 ○

所得が減った場合に相談いただくよう案内しているが、該当者
がいない。
その他、日常的に担任、SSWが家庭状況を把握している。保護
者懇談で家庭状況の相談ができる関係を築いている。

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ 必要性がないため ○

○ ○ ○ ○ 現在のところ検討していない。

３．　新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた家計急変世帯の認定について（準要保護）

（１）　当てはまるもの１つに○をしてください。

（２）　（１）のキの内容

＜中学校＞
（６）　（５）のエ及びオの内容

ア．入学前
支給を

行っている

＜中学校＞
（１）　実施・検討状況について

カ．その他
（内容を

（２）に記入
してくださ

い。）

＜中学校＞
（２）（１）のカの内容

＜中学校＞
（３）（１）でアと回答した場合は入学前支
給を導入した時期、
イと回答した場合は導入開始を検討（予
定）している時期

＜中学校＞
（４）（１）でアと回答した場合の支給時期
（複数回支給している場合は最初の時期）

イ．  ９月 ウ．１０月 エ．１１月 オ．１２月 カ．　１月 キ．　２月 ク．　３月 ケ． ４月
初旬（入
学式前）

イ．入学前
支給を

行っていな
いが、現在
検討はし
ている

ウ．入学前
支給を

行っておら
ず、現在検
討もしてい

ない

エ．そもそ
も新入学
学用品や
その費用

を無償化し
ているた

め、入学前
支給を

行っていな
い

オ．そもそ
も対象者
がいない

ため、入学
前支給を

行っていな
い

ア．令和
３年度
（令和４
年度新入
学分）以
前

イ．令和
４年度
（令和５
年度新入
学分）

ウ．令和
５年度
（令和６
年度新入
学分）以
降

エ．未定 ア．　８月
以前

＜中学校＞
（５）（１）でウと回答した場合のその理由
（あてはまるもの全てに○）

ア．従前
より家計
急変世帯
の認定を
行ってお
り、その
際と同様
の基準に
より認定

イ．新型
コロナウ
イルス感
染症の影
響を踏ま
えて、新
たに認定
基準等を
整備し、
その基準
により認
定

ウ．相談
があった
場合、事
例に応じ
て個別に
支援

エ．就学
援助制度
以外の経
済的支援
により対
応

オ．新た
に認定基
準等を整
備するこ
とを検討
中

カ．そもそ
も対象者
がいない

キ．その
他（内容
を（２）に
記入してく
ださい。）

ア．予算
の確保が
困難だか
ら

イ．規則
改正など
の内部手
続きに時
間がかか
るから

ウ．認定
回数が増
える、支
給後に転
居へした
場合の対
応など、
事務業務
量が増加
するから

エ．（入
学前支給
とは異な
る）自治
体独自の
教育費負
担軽減制
度がある
から

オ．その
他（内容
を（６）に
記入して
くださ
い。）



20 20

鳥取県 鳥取市

鳥取県 米子市

鳥取県 倉吉市

鳥取県 境港市

鳥取県 岩美町

鳥取県 若桜町

鳥取県 智頭町

鳥取県 八頭町

鳥取県 三朝町

鳥取県 湯梨浜町

鳥取県 琴浦町

鳥取県 北栄町

鳥取県 日吉津村

鳥取県 大山町

鳥取県 南部町

鳥取県 伯耆町

鳥取県 日南町

鳥取県 日野町

鳥取県 江府町

鳥取県 米子市日吉津村中学校組合

市町村名都道府県

６．就学援助率

（４）　（３）で ソ，タ又
はチに○をした場
合，生活保護基準額
等に掛ける係数（倍
率）

（５）　（３）で ツに○
をした場合，市区町
村民税課税最低限
度額に掛ける係数
（倍率）

倍 倍

15 15 14 15 14 15 9 7 12 13 9 7 10 13 6 4 5 0 5 15 0 5 1 5 5 1 3 1 0 0 5 5

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 ○ 平成25 8 15%未満

○ 1.3 ○ 平成24 12 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

当該年度において、会社の倒産、事業の閉鎖又は家庭事情の変動により、所得
が著しく減ったとき
又は家庭内の病気等により家庭支出が著しく増えた時等で教育委員会が給付す
る必要があると認めた者。

15%未満

○ ○ ○ 1.3 教育長が特に就学援助の必要があると認める者 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 ○ 平成28 4 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 ○ ○ 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5
その他特別な事情があり困っている方であると民生委員が認め、意見書を提出
いただいた場合

○ ○ 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 ○ ○ 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 20%未満

○ ○ ○ ○

・失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働
者若しくは求職活動支援機関等の登録者であり、前年の合計所得金額が163万
円を超えない者
・その他教育委員会が特に必要と認める者

イ.については、地方税法第295条第1項に基づ
く市町村民税が非課税
エ.については、国民年金保険料の全額免除

10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他当該年度において、会社の倒産、事業の閉鎖若しくは家庭事情の変動に
より、所得が著しく減ったとき又は
家庭内の病気等により家庭支出が著しく増えたとき等で教育委員会が支給する
必要があると認めた者

15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15%未満

○ 1.3 ○ 平成30 10 15%未満

○ 1.3 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 ○ ○ 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 ○ ○ 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 15%未満

○ 1.3 ○ 平成24 12 30%未満

５．生活保護基準見直しによる準要保護への影響及び対応について

４．（３）で ソ，タに○をした場合，平成３０年１０月から段階的に実施されている生活保護基準の見直しに伴い，見直し前と比べて，生活保護基準額が減額となる場合についての令和４年４月以降の対応

オ．国民
健康保
険法の
保険料
の減免
または
徴収の
猶予

カ．児童
扶養手
当の支
給

キ．保
護者が
職業安
定所登
録日雇
労働者

ク．P・
T・A会
費、学
級費等
の学校
納付金
の減免
が行な
われて
いる者

セ．生活
福祉資
金によ
る貸付
け 係数（倍率）

（３）　（２）でエとした場
合のその内容

（４）　（１）で「イ．反映させないとし
た場合、いつの時点の生活保護基
準を参照しているか。

エ．その他（（３）に内
容を記載してくださ

い。）

年 月

ウ．生活保護基準見
直しの影響が生じる
と想定されるが、対

応していない

ア．生活
保護法
に基づく
保護の
停止ま
たは廃
止

イ．市区
町村民
税の非
課税

ウ．市区
町村民
税の減
免

エ．国民
年金保
険料の
免除

（３）　令和４年度当初における準要保護の認定基準（該当するもの全てに○）

サ．学校納付
金の納付状
態の悪い者、
昼食、被服等
が悪い者ま
たは学用品、
通学用品等
に不自由して
いる者等で
保護者の生
活状態がき
わめて悪いと
認められるも
の

シ．経済
的な理
由によ
る欠席
日数が
多い者

ス．保護
者の職
業が不
安定で、
生活状
態が悪
いと認
められ
る者

（６）　（３）でテと回答した場合，その他の基準の内容 （７）　補足事項 ア．反映させる（新たな認
定基準に更新）

イ．反映させない（従前の
認定基準を継続）

ア．生活保護基準見直
しの影響が生じる可能

性があるため、対応して
いる。（見直し後の生活
保護基準に基づく準要
保護の認定基準で否認
定となった者は、改め
て、見直し前の生活保
護基準に基づく準要保
護の認定基準により再

認定など）

イ．生活保護基準見
直しの影響が生じな
いと想定されるた

め、対応していない
（準要保護者がいな
い、影響を受ける所
得層の準要保護者

がいない等）

係数（倍率）

（１）　令和４年４月以降、準要保護の認定基準として
見直し後の生活保護基準を認定基準に反映させる
か。

（２）　（１）にて「ア．反映させる（新たな認定基準に更新）」と回答した場合、令和４年４月以
降、生活保護基準見直しにより、従前の基準であれば要保護・準要保護として認定される
保護者の認定結果に変動がある場合、生活保護基準見直しの影響に対して、何らかの対
応を行っているか。

ソ．生活保護
の基準額に一
定の係数を掛
けたもの（生活
保護の基準額
が変わると自
動的に要件が
変わるもの）
（例：生活保護
の1.3倍、1.5倍
等）（係数（倍
率）を（４）に記
入してくださ
い。）

タ．生活保護の
基準額に一定の
係数を掛けたも
の（生活保護の
基準額を参照し
て額を定めてい
るもの）（例：生
活保護の1.3倍
の額（394万
円）、1.5倍（455
万円）等）（係数
（倍率）を（４）に
記入してくださ
い。）

チ．特別支援
教育就学奨
励費の需要
額測定に用
いる保護基
準額、又は同
基準額に一
定の係数を
掛けたもの
（係数（倍率）
を（４）に記入
してください。
記入例はコメ
ント欄参照）

ツ．市区町村
民税（所得割
又は均等割）
課税最低限
度額に一定
の係数を掛
けたもの
（例：課税最
低限度額の
1.0倍、1.5倍
等）（係数お
よび目安額
を（５）に記入
してくださ
い。）

テ．その
他（内容
を（６）に
記入し
てくださ
い。）

ケ．個人
の事業
税の減
免

コ．固定
資産税
の減免

令和３年度

４．就学援助制度の根拠規定・認定基準について



20 20

鳥取県 鳥取市

鳥取県 米子市

鳥取県 倉吉市

鳥取県 境港市

鳥取県 岩美町

鳥取県 若桜町

鳥取県 智頭町

鳥取県 八頭町

鳥取県 三朝町

鳥取県 湯梨浜町

鳥取県 琴浦町

鳥取県 北栄町

鳥取県 日吉津村

鳥取県 大山町

鳥取県 南部町

鳥取県 伯耆町

鳥取県 日南町

鳥取県 日野町

鳥取県 江府町

鳥取県 米子市日吉津村中学校組合

市町村名都道府県

費目の設定
の有無

実費・現
物支給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和４年
度単価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・現
物支給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和４年
度単価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・現
物支給

支給平均
額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和４
年度単
価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・現
物支給

支給平均額 上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和４
年度単
価

その他 補足事項

19 1 1 0 0 0 17 17 1 3 19 1 1 0 0 0 18 18 0 0 8 7 7 0 0 0 0 0 0 0 19 15 15 3 3 3 1 1 0 0 17

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 9,632 ○ ○ 15,134

○ ○ ※

※1年生11,630円、2～6年生
13,900円。中途認定の場合は
月割り額×認定月分を支給。
（1年生：1ヶ月1,050円、3月分
1,130円、8月支給なし。2～6年
生：1ヶ月1,260円、3月分1,300
円、8月支給なし。）

○ ○ 51,060 ○ ○ 27,000 17,807 学校給食費：1食あたり196円（保護者負担額の7割補助）×食数　R3支給平均額：34,109円

○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ 10,000 ○ ○ 23,000

通学費・修学旅行費：令和4年度予算に計上した単価
校外活動費：令和3年度コロナ感染症感染拡大防止により宿泊をともなう校外活動の実施がなかったため、令和4年度予算
に計上した単価を入力
医療費：令和3年度実績額（平均）
学校給食費：1食あたり189円（2/3補助）、保護者負担1/3

○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ 20,275 学校給食費・児童クラブ保護者負担金…全額免除

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 15,718 校外活動費（宿泊を伴わないもの）及びオンライン学習通信費については実績なし。

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 0 「平均支給額」０円については、令和３年度支給実績なし

○ ○ ※
1年生　13,230円
2～6年生　15,500円

○ ○ 51,060 ○ ○ 36,940 ○ ○ 22,690 18,600 支給平均額０円については、令和３年度実績なし

○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ 22,690 11,558 平均支給額0については、実績なし

○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ 11,695

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 13,261
通学用品費は第１学年を除く。修学旅行費は新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、行先を県内として実施した
ため、昨年同様例年より支給平均額が少額。ＰＴＡ会費は世帯単位で支給。オンライン学習通信費は実績なし。各費目にお
いて年途中途認定、取消者を含んだ平均支給額。

○ ○ ※
1年11,630円
2～6年13,900円

○ ○ 54,060 ○ ○ 0 ○ ○ 16,044
・学用品費と通学用品費をあわせて定額で支給する。
・通学費、校外活動費（宿泊有り）は支給実績無し。

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 11,274
「学校給食費」の支給額は195円／1食として、毎月の給食費から減額して請求している。
校外活動費(宿泊を伴うもの)については、実績なし

○ ○ 13,770 ○ ○ 50,600 ○ ○ 20,000
金管バンド遠征費は、R3は中国大会出場を決めたがオンライン開催となり、遠征費が必要なくなった。
医療費については、令和３年度支給実績なし

○ ○ 11,630 ○ ○ 54,060 ○ ○ 17,642
校外活動費（宿泊を伴うもの）、医療費については令和３年度支給実績なし
給食費については無償化している

○ ○ ○ ○ 54,060 ○ ○ 17,885

・学用品費については、小学校1～3年の全児童に学用品を現物支給をし、小学校4～6年生は就学援助の児童に一定額
（11,630円）を支給している。
・校外活動費（宿泊を伴うもの）は、令和3年度は実績がなかった。
・オンライン学習通信費は、タブレット端末を持ち帰って使用する場合のみ支給することとし令和3年度は実績がなかった。

○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ 0 ○ ○ 32,253 令和４年度予算に計上した単価

○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ 0 ○ ○ 11,490
通学用品費は、実績がない。
通学費は、減免制度により保護者の実費負担がない。

○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ ○ 23,670 学校給食費は７月から３月までコロナ対策として無償化

○ ○ 13,900 ○ ○ 44,060 ○ ○ 36,000 ○ ○ 17,230
医療費については、令和３年度支給実績なし
給食費については令和４年度から無償化

７．令和４年度準要保護就学援助額

１．小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

学用品費

（１）　費目毎の援助額

（５）補足事項

新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費



20 20

鳥取県 鳥取市

鳥取県 米子市

鳥取県 倉吉市

鳥取県 境港市

鳥取県 岩美町

鳥取県 若桜町

鳥取県 智頭町

鳥取県 八頭町

鳥取県 三朝町

鳥取県 湯梨浜町

鳥取県 琴浦町

鳥取県 北栄町

鳥取県 日吉津村

鳥取県 大山町

鳥取県 南部町

鳥取県 伯耆町

鳥取県 日南町

鳥取県 日野町

鳥取県 江府町

鳥取県 米子市日吉津村中学校組合

市町村名都道府県

７．その他

費目の
設定の
有無

実費・現
物支給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和４年度
単価

その他 補足事項 費目の
設定の
有無

実費・現
物支給

支給平
均額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和４
年度単
価

その他 補足事
項

費目の
設定の
有無

実費・現
物支給

支給平均額 上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和４
年度単
価

その他 補足事
項

費目の
設定の
有無

実費・現
物支給

支給平均
額

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和４
年度単
価

その他 補足事
項

19 1 1 0 0 0 18 18 0 4 19 1 1 0 0 0 18 18 0 0 9 8 8 0 0 0 0 0 0 0 19 15 15 3 3 3 1 1 0 0 17 0

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 14,428 ○ ○ 18,905

○ ○ ※

※1年生22,730円、2～
3年生25,000円。中途
認定の場合は月割り額
×認定月分を支給。（1
年生：1ヶ月2,060円、3
月分2,130円、8月支給
なし。2～3年生：1ヶ月
2,270円、3月分2,300
円、8月支給なし。）

○ ○ 60,000 ○ ○ 53,000 31,155 学校給食費：1食あたり196円（保護者負担額の7割補助）×食数　R3支給平均額：36,476円

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 16,320 ○ ○ 40,000

通学費・修学旅行費：令和4年度予算に計上した単価
校外活動費：令和3年度コロナ感染症感染拡大防止により宿泊をともなう校外活動の実施がなかったため、令和4年度予算
に計上した単価を入力
医療費：令和3年度実績額（平均）
学校給食費：1食あたり215円（2/3補助）、保護者負担1/3

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 28,280
学校給食費…全額免除
校外活動費(宿泊を伴わないもの)…令和３年度は支給実績なし

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 46,331 ○ ○ 24,778 校外活動費（宿泊を伴わないもの）及びオンライン学習通信費については実績なし。

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 18,093 「平均支給額」０円については、令和３年度支給実績なし

○ ○ ※
1年生　25,040/2.3年生
27,310

○ ○ 60,000 ○ ○ 27,774 ○ ○ 60,910 34,200 医療費については、令和３年度実績なし

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 60,910 25,744 支給平均額0円については、実績なし。

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 34,669

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 7,634
通学用品費は第１学年を除く。修学旅行費は新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、行先を県内として実施した
ため、例年より支給平均額が少額。ＰＴＡ会費は世帯単位で支給。オンライン学習通信費、校外活動費は実績なし。各費目
において年途中途認定、取消者を含んだ平均支給額。

○ ○ ※
1年22,730円、2・3年
25,000円

○ ○ 60,000 ○ ○ 0 ○ ○ 27,192
・学用品費と通学用品費をあわせて定額で支給する。
・通学費、校外活動費（宿泊有り）は支給実績無し。

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 23,823
「学校給食費」の支給額は231円／1食として、毎月の給食費から減額して請求している。
校外活動費(宿泊を伴うもの)については、実績なし

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 22,329
校外活動費（宿泊を伴うもの）、医療費については令和３年度支給実績なし
給食費については無償化している

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 19,664
・校外活動費（宿泊を伴わないもの・宿泊を伴うもの）については、実績がなかった。

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 0 ○ ○ 75,726 令和４年度予算に計上した単価

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 0 ○ ○ 24,043
通学用品費は、実績がない。
通学費は、減免制度により保護者の実費負担がない。

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ ○ 25,432
令和３年度は医療費の実績なし
学校給食費は７月から３月までコロナ対策として無償化

○ ○ 25,000 ○ ○ 20,000 ○ ○ 36,000 ○ ○ 22,354
医療費については、令和３年度支給実績なし
給食費については令和４年度から無償化

○ ○ ※

※1年生22,730円、2～
3年生25,000円。中途
認定の場合は月割り額
×認定月分を支給。（1
年生：1ヶ月2,060円、3
月分2,130円、8月支給
なし。2～3年生：1ヶ月
2,270円、3月分2,300
円、8月支給なし。）

○ ○ 60,000 ○ ○ 27,041 学校給食費：1食あたり196円（保護者負担額の7割補助）×食数　R3支給平均額：36,476円

（２）　中学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

就学援助制度の運用や，経済的に困窮している児童生徒に対する貴市町村の取組・対応について，これまでの回答への
補足があればご記入ください。

（５）補足事項

（１）　費目毎の援助額

新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費学用品費


